
議案第７４号 

川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条

例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和３年 ２ 月２５日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等

に関する条例の一部を改正する条例 

川崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条

例（平成２４年川崎市条例第８３号）の一部を次のように改正する。 

 目次中 

「 第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２６６ 

条～第２６８条）                    」 

を 

「 第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２６６ 

条～第２６８条） 

 第１４章 雑則（第２６９条）                   」 

に改める。 

第４条に次の２項を加える。 

３ 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のた

め、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する



等の措置を講じなければならない。 

４ 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービスを提供するに当た

っては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行

うよう努めなければならない。 

第５５条中第１１号を第１２号とし、第８号から第１０号までを１号ずつ繰

り下げ、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第５５条の２第３項に後段として次のように加える。 

 その際、当該指定介護予防訪問入浴介護事業者は、全ての介護予防訪問入

浴介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法第８条

第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者

を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなければならない。 

第５５条の２に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、適切な指定介護予防訪問入浴介護の

提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

介護予防訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方

針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第５５条の２の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第５５条の２の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、感染症又は非常災害

の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提供を継続

的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以

下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措

置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、介護予防訪問入浴介護従業者に対し、

業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行



い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 

第５５条の３に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、当該指定介護予防訪問入浴介護事業

所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信

機器（以下「テレビ電話装置等」という。）を活用して行うことができる

ものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護予防訪問入浴介護従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護

従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定

期的に実施すること。 

第５５条の４に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面

を当該指定介護予防訪問入浴介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えること

ができる。 

第５５条の９に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の

所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問入浴

介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指

定介護予防訪問入浴介護の提供を行うよう努めなければならない。 

第５５条の１０の次に次の１条を加える。 

（虐待の防止） 

第５５条の１０の２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、虐待の発生又はそ

の再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための対策



を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものと

する。）を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問

入浴介護従業者に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所における虐待の防止のための指針

を整備すること。 

 ⑶ 当該指定介護予防訪問入浴介護事業所において、介護予防訪問入浴介護

従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

⑷ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

第７３条中第１０号を第１１号とし、第７号から第９号までを１号ずつ繰り

下げ、第６号の次に次の１号を加える。 

⑺ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第７３条の次に次の１条を加える。 

（勤務体制の確保等） 

第７３条の２ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対し適切な指定介護

予防訪問看護を提供できるよう、指定介護予防訪問看護事業所ごとに看護師

等の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所ごとに、当

該指定介護予防訪問看護事業所の看護師等によって指定介護予防訪問看護を

提供しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等の資質の向上のために、その研

修の機会を確保しなければならない。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は、適切な指定介護予防訪問看護の提供を確

保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより看護師等

の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を

講じなければならない。 

第７５条中「第５５条の２」を「第５５条の２の２」に、「第５５条の４」

を「第５５条の４第１項」に改める。 

第８３条中第９号を第１０号とし、第６号から第８号までを１号ずつ繰り下

げ、第５号の次に次の１号を加える。 



⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第８５条中「第５５条の２」を「第５５条の２の２」に、「及び第６９条」

を「、第６９条及び第７３条の２」に、「第５５条の４」を「第５５条の４第

１項」に、「読み替える」を「、第７３条の２中「看護師等」とあるのは「理

学療法士、作業療法士又は言語聴覚士」と読み替える」に改める。 

第８７条第１号中「構成される会議」の次に「（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族（以下この号に

おいて「利用者等」という。）が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等

の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。）」を加える。 

第９２条中第９号を第１０号とし、第６号から第８号までを１号ずつ繰り下

げ、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第９４条中「第５５条の２」を「第５５条の２の２」に、「及び第６９条」

を「、第６９条及び第７３条の２」に、「第５５条の４」を「第５５条の４第

１項」に、「読み替える」を「、第７３条の２中「看護師等」とあるのは「介

護予防居宅療養管理指導従業者」と読み替える」に改める。 

第９６条第２項中「、歯科衛生士又は管理栄養士」を削り、第４号を第７号

とし、第３号の次に次の３号を加える。 

⑷ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、療養上適切な介護

予防サービスが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支

援事業者若しくは介護予防サービス事業者から求めがあった場合は、介護

予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し、介護予防サービス計

画の作成、介護予防サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うも

のとする。 

⑸ 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対す

る情報提供又は助言については、原則として、サービス担当者会議に参加

することにより行わなければならない。 

⑹ 前号の場合において、サービス担当者会議への参加によることが困難な

場合については、介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対し

て、原則として、情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わ



なければならない。 

第９６条に次の１項を加える。 

３ 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は、

次に掲げるところによるものとする。 

⑴ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、医師又は歯科医師

の指示に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、居宅における日常

生活の自立に資するよう、適切に行うものとする。 

⑵ 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては、懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理

解しやすいように指導、説明又は助言を行うものとする。 

⑶ 常に利用者の病状、心身の状況及び置かれている環境の的確な把握に努

め、利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。 

⑷ それぞれの利用者について、提供した指定介護予防居宅療養管理指導の

内容について、速やかに診療記録を作成するとともに、医師又は歯科医師

に報告するものとする。 

第１２３条中第１３号を第１４号とし、第１０号から第１２号までを１号ず

つ繰り下げ、第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第１２３条の２第３項に後段として次のように加える。 

 その際、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、全ての介護

予防通所リハビリテーション従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護

支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者

その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を

受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第１２３条の２に次の１項を加える。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防通所

リハビリテーションの提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより介護予防通所リハビリテーション従業者の就業環境が

害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければ



ならない。 

第１２３条の４に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、前項に規定する訓練の実

施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

 第１２４条第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「、次に掲

げる措置を講じなければ」に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活

用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者

に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における感染症の予防

及びまん延の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、介護予防通

所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のた

めの研修及び訓練を定期的に実施すること。 

第１２６条中「第５２条の３」の次に「、第５５条の２の２」を加え、「第

５５条の４中」を「第５５条の４第１項中」に改める。 

第１３２条第５項中「並びに同項第３号の介護職員及び看護職員のそれぞれ

のうち１人」を「のうち１人以上及び同項第３号の介護職員又は看護職員のう

ち１人以上」に改め、同項ただし書中「この限りでない」を「生活相談員、介

護職員及び看護職員のいずれも常勤で配置しないことができる」に改め、同条

第７項中「第６項」を「第７項」に改め、同項を同条第８項とし、同条中第６

項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第１項第３号の規定により看護

職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある

場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション（併設事業

所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この

章において「併設本体施設」という。）を含む。）との密接な連携により看

護職員を確保するものとする。 



第１３５条第１項第２号ア中「第１２３条の４」を「第１２３条の４第１項」

に改め、同号イ中「第１２３条の４」を「第１２３条の４第１項」に、「同条」

を「同項」に改め、同条第４項中「当該併設事業所を併設する特別養護老人ホ

ーム等（以下この章において「」及び「」という。）」を削る。 

第１４１条中第１３号を第１４号とし、第１０号から第１２号までを１号ず

つ繰り下げ、第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第１４２条の２第２項中「必要な措置を講ずるよう努めなければ」を「、次

に掲げる措置を講じなければ」に改め、同項に次の各号を加える。 

⑴ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びま

ん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して

行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとと

もに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者に周知徹底を

図ること。 

⑵ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所における感染症の予防及びま

ん延の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所において、介護予防短期入所

生活介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び

訓練を定期的に実施すること。 

第１４５条中「第５４条」の次に「、第５５条の２の２」を、「第５５条の

４から」の次に「第５５条の８まで、第５５条の９（第２項を除く。）から」

を加え、「第５５条の４中」を「第５５条の２の２第２項中「介護予防訪問入

浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第５５条

の４第１項中」に、「第１２３条の２第３項」を「第５５条の１０の２第１号

及び第３号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所

生活介護従業者」と、第１２３条の２第３項及び第４項」に改める。 

第１５６条第１項第２号ア中「第１２３条の４」を「第１２３条の４第１項」

に改め、同号イ中「第１２３条の４」を「第１２３条の４第１項」に、「同条」

を「同項」に改め、同条第６項第１号ア（イ）中「おおむね１０人以下としなけれ

ばならない」を「原則としておおむね１０人以下とし、１５人を超えないもの



とする」に改め、同号ア（オ）を削る。 

第１５９条中第１４号を第１５号とし、第１１号から第１３号までを１号ず

つ繰り下げ、第１０号の次に次の１号を加える。 

⑾ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第１６０条第４項に後段として次のように加える。 

 その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、全ての

介護予防短期入所生活介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支

援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ

の他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受

講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第１６０条に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、適切なユニット型指

定介護予防短期入所生活介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所生活介護従業者の就業環境

が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

第１６７条の３中「第５４条」の次に「、第５５条の２の２」を、「第５５

条の４から」の次に「第５５条の８まで、第５５条の９（第２項を除く。）か

ら」を加え、「第５５条の４中」を「第５５条の２の２第２項中「介護予防訪

問入浴介護従業者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に当

たる従業者（以下「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」という。）」と、

第５５条の４第１項中」に改め、「共生型介護予防短期入所生活介護の提供に

当たる従業者（以下「」及び「」という。）」を削り、「第１２３条の２第３

項」を「第５５条の１０の２第１号及び第３号中「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「共生型介護予防短期入所生活介護従業者」と、第１２３条の

２第３項及び第４項」に改め、「第１４０条」の次に「並びに第１４２条の２

第２項第１号及び第３号」を加える。 

第１７４条中「第５４条」の次に「、第５５条の２の２」を、「第５５条の

９」の次に「（第２項を除く。）」を加え、「第５５条の４中」を「第５５条



の２の２第２項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期

入所生活介護従業者」と、第５５条の４第１項中」に、「第１２３条の２第３

項」を「第５５条の１０の２第１号及び第３号中「介護予防訪問入浴介護従業

者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第１２３条の２第３

項及び第４項」に改める。 

第１８１条中第１１号を第１２号とし、第８号から第１０号までを１号ずつ

繰り下げ、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第１８４条中「第５４条」の次に「、第５５条の２の２」を、「第５５条の

７」の次に「、第５５条の８、第５５条の９（第２項を除く。）」を加え、「第

５５条の４中」を「第５５条の２の２第２項中「介護予防訪問入浴介護従業者」

とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第５５条の４第１項中」

に、「第１２３条の２第３項」を「第５５条の１０の２第１号及び第３号中「介

護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」

と、第１２３条の２第３項及び第４項並びに第１２４条第２項第１号及び第３

号」に改める。 

第１９６条中第１１号を第１２号とし、第８号から第１０号までを１号ずつ

繰り下げ、第７号の次に次の１号を加える。 

⑻ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第１９７条第４項に後段として次のように加える。 

 その際、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、全ての

介護予防短期入所療養介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支

援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者そ

の他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受

講させるために必要な措置を講じなければならない。 

第１９７条に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、適切なユニット型指

定介護予防短期入所療養介護の提供を確保する観点から、職場において行わ

れる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ

相当な範囲を超えたものにより介護予防短期入所療養介護従業者の就業環境



が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

第２１４条第３項第１号中「委員会」の次に「（テレビ電話装置等を活用し

て行うことができるものとする。）」を加える。 

第２１５条中第１３号を第１４号とし、第１０号から第１２号までを１号ず

つ繰り下げ、第９号の次に次の１号を加える。 

⑽ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第２１６条第４項に後段として次のように加える。 

 その際、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、全ての介護

予防特定施設従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、法

第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類

する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるため

に必要な措置を講じなければならない。 

第２１６条に次の１項を加える。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、適切な指定介護予防特定

施設入居者生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより介護予防特定施設従業者の就業環境が害されることを

防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 第２２０条中「第５４条まで」の次に「、第５５条の２の２」を、「第５５

条の４から」の次に「第５５条の８まで、第５５条の９（第２項を除く。）か

ら」を、「第５３条」の次に「及び第５５条の２の２第２項」を加え、「第５

５条の４中」を「第５５条の４第１項中」に、「読み替える」を「、第５５条

の１０の２第１号及び第３号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介

護予防特定施設従業者」と、第１４２条の２第２項第１号及び第３号中「介護

予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み

替える」に改める。 

第２３４条中第１４号を第１５号とし、第１１号から第１３号までを１号ず

つ繰り下げ、第１０号の次に次の１号を加える。 

⑾ 虐待の防止のための措置に関する事項 



 第２３７条中「第５４条まで」の次に「、第５５条の２の２」を、「第５５

条の４から」の次に「第５５条の８まで、第５５条の９（第２項を除く。）か

ら」を、「において、第５３条」の次に「及び第５５条の２の２第２項」を加

え、「第５５条の４中」を「第５５条の４第１項中」に、「第５３条中「介護

予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、

第２１２条第２項」を「第５５条の１０の２第１号及び第３号中「介護予防訪

問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と、第１４

２条の２第２項第１号及び第３号中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあ

るのは「外部サービス利用型介護予防特定施設従業者」と、第２１２条第２項」

に、「第２１６条中」を「第２１６条第１項から第３項まで及び第５項中」に

改める。 

第２４５条中第９号を第１０号とし、第６号から第８号までを１号ずつ繰り

下げ、第５号の次に次の１号を加える。 

⑹ 虐待の防止のための措置に関する事項 

第２４８条に次の１項を加える。 

６ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業

所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講

じなければならない。 

⑴ 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う

ことができるものとする。）をおおむね６月に１回以上開催するとともに、

その結果について、福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。 

⑵ 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延

の防止のための指針を整備すること。 

⑶ 当該指定介護予防福祉用具貸与事業所において、福祉用具専門相談員に

対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実

施すること。 

第２４９条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項に規定する事項を記載した書面

を当該指定介護予防福祉用具貸与事業所に備え付け、かつ、これをいつでも



関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えること

ができる。 

第２５１条中「第５４条」の次に「、第５５条の２の２」を加え、「並びに

第１２３条の２第１項及び第２項」を「及び第１２３条の２（第３項を除く。）」

に改め、「、品名」と」の次に「、第５５条の２の２第２項並びに第５５条の

１０の２第１号及び第３号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福

祉用具専門相談員」と」を、「サービス利用」と」の次に「、同条第４項中「介

護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と」

を加える。 

第２５６条中「第５４条」の次に「、第５５条の２の２」を加え、「、第５

５条の９」を削り、「並びに第１２３条の２第１項及び第２項」を「及び第１

２３条の２（第３項を除く。）」に、「第１２３条の２第２項」を「第５５条

の２の２第２項並びに第５５条の１０の２第１号及び第３号中「介護予防訪問

入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、第１２３条の２第２

項」に改め、「サービス利用」と」の次に「、同条第４項中「介護予防通所リ

ハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と」を加える。 

第２６５条中「第５４条」の次に「、第５５条の２の２」を加え、「第１２

３条の２第１項及び第２項」を「第１２３条の２（第３項を除く。）」に、「並

びに」を「及び」に、「第１２３条の２第２項」を「第５５条の２の２第２項、

第５５条の３第３項第１号及び第３号並びに第５５条の１０の２第１号及び第

３号中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と、

第１２３条の２第２項」に改め、「サービス利用」と」の次に「、同条第４項

中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「福祉用具専門相談

員」と」を加える。 

本則に次の１章を加える。 

  第１４章 雑則 

（電磁的記録等） 

第２６９条 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に

当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定

において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文



字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されてい

る、又は想定されるもの（第５１条の５第１項（第６３条、第７５条、第８

５条、第９４条、第１２６条、第１４５条（第１６２条において準用する場

合を含む。）、第１６７条の３、第１７４条、第１８４条（第１９９条にお

いて準用する場合を含む。）、第２２０条、第２３７条、第２５１条、第２

５６条及び第２６５条において準用する場合を含む。）及び第２１２条第１

項（第２３７条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するもの

を除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的

方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。 

２ 指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防サービスの提供に当たる者

は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以下「交付

等」という。）のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定され

ている、又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、

書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっ

て認識することができない方法をいう。）によることができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和６年３月３１日

までの間、改正後の条例（以下「新条例」という。）第４条第３項及び第５

５条の１０の２（新条例第６３条、第７５条、第８５条、第９４条、第１２

６条、第１４５条（新条例第１６２条において準用する場合を含む。）、第

１６７条の３、第１７４条、第１８４条（新条例第１９９条において準用す

る場合を含む。）、第２２０条、第２３７条、第２５１条、第２５６条及び

第２６５条において準用する場合を含む。）の規定の適用についてはこれら

の規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とし、



新条例第５５条（新条例第６３条において準用する場合を含む。）、第７３

条、第８３条、第９２条、第１２３条、第１４１条（新条例第１６７条の３

及び第１７４条において準用する場合を含む。）、第１５９条、第１８１条、

第１９６条、第２１５条、第２３４条及び第２４５条（新条例第２５６条及

び第２６５条において準用する場合を含む。）の規定の適用についてはこれ

らの規定中「、次に」とあるのは「、虐待の防止のための措置に関する事項

に関する規程を定めておくよう努めるとともに、次に」と、「重要事項」と

あるのは「重要事項（虐待の防止のための措置に関する事項を除く。）」と

する。 

３ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第５５条の２第３項（新

条例第６３条において準用する場合を含む。）、第１２３条の２第３項（新

条例第１４５条、第１６７条の３、第１７４条及び第１８４条において準用

する場合を含む。）、第１６０条第４項、第１９７条第４項及び第２１６条

第４項（新条例第２３７条において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努め

なければ」とする。 

４ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第５５条の２の２（新条

例第６３条、第７５条、第８５条、第９４条、第１２６条、第１４５条（新

条例第１６２条において準用する場合を含む。）、第１６７条の３、第１７

４条、第１８４条（新条例第１９９条において準用する場合を含む。）、第

２２０条、第２３７条、第２５１条、第２５６条及び第２６５条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、新条例第５５条の２の２第

１項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」と、同条第

２項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、同

条第３項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。 

５ 施行日から令和６年３月３１日までの間、新条例第５５条の３第３項（新

条例第６３条、第７５条、第８５条、第９４条及び第２６５条において準用

する場合を含む。）、第１２４条第２項（新条例第１８４条（新条例第１９

９条において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）、第

１４２条の２第２項（新条例第１６２条、第１６７条の３、第１７４条、第



２２０条及び第２３７条において準用する場合を含む。）及び第２４８条第

６項（新条例第２５６条において準用する場合を含む。）の規定の適用につ

いては、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めな

ければ」とする。 

６ 施行日以後、当分の間、新条例第１５６条第６項第１号ア（イ）の規定に基づ

き利用定員が１０人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護予防短

期入所生活介護事業者は、新条例第１３２条第１項第３号及び第１６０条第

２項に規定する基準を満たすほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業所における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師

の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。 

７ この条例の施行の際現に存する建物（基本的な設備が完成しているものを

含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）

の居室であって、改正前の条例第１５６条第６項第１号ア（オ）の規定の要件を

満たしているものについては、なお従前の例による。 

参考資料 

制 定 要 旨 

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サ

ービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正

に伴い、指定介護予防訪問入浴介護事業者等は、看護師、介護福祉士等を除く

全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じなければならないこととすること等のため、この条例を制定する

ものである。 


